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役員報酬及び費用弁償規程 

 
（趣	 	 旨） 
第１条	 この規程は、社会福祉法人	 森の都（以下「法人」という。）の業務に従事す

る役員等の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。 
 
（報	 	 酬） 
第２条	 役員等が理事会に出席したとき、評議員等が評議員会に出席したとき、評議員

選任・解任委員等が評議員選任・解任委員会に出席したとき、監事が事業の運

営状況を指導又は監査の業務にあたった場合は、別表１により報酬を支給する。 
	 	 ２	 第１項に定める業務以外の日において、法人業務及び事業運営のため業務にあ

たった場合には、別表２により報酬を支給する。 
	 	 ３	 理事長の報酬は、理事長就任の日から退任の日まで支給し、支給方法について

は職員の例による。 
	 	 ４	 業務内容により理事長が必要と認める場合は、この限りでない。 
 
（費用弁償） 
第３条	 法人の業務の為の移動費用は、別表３に定める額の費用を弁償する。 
 
（改	 	 定） 
第４条	 この規程の改定については、理事会の議決を要する。 
 
附	 	 則 

	 この規程は、平成２９年３月１８日より施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別表１（第２条１項	 関係） 

名	 	 称 報	 	 酬 
理事会出席報酬 日額	 	 	 ５，０００円 
監事監査指導報酬 日額	 	 	 ５，０００円 
評議員会出席報酬 日額	 	 	 ５，０００円 

評議員選任・解任委員会出席報酬 日額	 	 	 ５，０００円 
 
別表２（第２条第２項及び第３項	 関係） 

名	 	 称 報	 	 酬 
理事長業務報酬 月額	 １００，０００円 

理事・監事業務報酬 日額	 	 １０，０００円 
評議員業務報酬 日額	 	 １０，０００円 

評議員選任・解任委員業務報酬 日額	 	 １０，０００円 
第三者委員業務報酬 日額	 	 １０，０００円 

 
別表３（第３条関係） 

名	 	 称 報	 	 酬 
会議開催地自治体内在住役員、評議員、評議員選任・解任委

員、第三者委員費用弁償 
日額	 	 	 ２，０００円 

会議開催地自治体外在住役員、評議員、評議員選任・解任委

員、第三者委員費用弁償 
日額	 	 	 ５，０００円 

（注）交通費が費用弁償の額を超える場合は、本人の選択により費用弁償額または実費

交通費のいずれかを支払う。 
 


